
平成26年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２

平成26年６月18日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（午前９時30分　開議）

○議長（石橋英和君）おはようございます。

　ただ今の出席議員数は 22人で全員でありま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（石橋英和君） これより本日の会議を

開きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日程第１　会議録署名議員の指名

○議長（石橋英和君） これより日程に入り、

日程第１　会議録署名議員の指名　を行いま

す。

　本日の会議録署名議員は、会議規則第 88条

の規定により、議長において１番　今城君、

14番　辻本君の２人を指名いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　日程第２　一般質問

○議長（石橋英和君）日程第２　一般質問

を行います。

　順番15、２番　阪本君。

〔２番（阪本久代君）登壇〕

○２番（阪本久代君） おはようございます。

通告に従いまして、一般質問を行います。

　まず最初は、買い物難民についてです。

　「広報はしもと」６月号に、平木市長の今

後取り組む市政運営の基本姿勢である六つの

重点政策が掲載されています。そのうち「安

心して暮らせる医療・福祉の充実に努めま

す」の中の「買い物支援にも力を入れてまい

ります」について質問を行います。

　１、買い物難民とは、食料品や生活必需品

の買い物に困る人々を帯広畜産大学教授の杉

田聡氏が名づけました。この現象は、車等の

移動手段を持たず、身体的にも経済的にも対

応が難しい高齢者を中心に深刻な問題になり

つつあります。平成 22年６月定例会で、買い

物難民について質問がありました。その当時

の経済部長は、「比較的公共交通機関が整備

されている本市では、買い物に対する不自由

さは少ないと思われます。いましばらくは本

市の実情を鑑み、静観していきたいと思いま

す」と答弁されています。現在は、買い物難

民について、どうお考えですか。

　２、オークワ橋本林間店が今年の秋に閉店

するといううわさが広がっています。もし本

当なら、近隣には食料品や日用品を販売して

いるところがほとんどなく、オークワ橋本林

間店になら買い物に行けるという方々が買い

物難民になってしまいます。まちづくりの点

からも支援が必要ではありませんか。

　２項目めは、子ども・子育て支援新制度に

ついてです。

　子ども・子育て支援新制度は、来年４月か

ら本格的に実施されます。橋本市でも子ど

も・子育て会議が４回開かれました。進捗状

況と今後について質問を行います。

　１、橋本市子ども・子育て支援事業計画策

定業務スケジュールどおりに進んでいますか。

　２、ニーズ調査からゼロ、１、２歳児につ

いてどのくらいの定数が必要ですか。また、

平成25年度の待機児の年齢ごとの人数、平成

26年度当初の待機児数はどうなっていますか。

　３、新制度では、実施主体である市が施設

（事業）基準を決めることになります。そこ

で社会的支援の必要な子どもや障がいのある

子どもなど、その子どもにとって保育が必要

である子どもたちが保護者の就労に関係なく

保育が必要と認められるように求めます。ま
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た、地域型保育事業の基準は現在の橋本市の

保育基準と同等になるよう求めます。

　平成 25年12月定例会でも、地域型保育事業

について質問をしましたが、国の基準に従う

という答弁でした。橋本市のゼロ、１、２歳

の子どもたちが保育園やこども園では保育士

地域型保育事業では保育士の資格のない人に

というのは不公平ではありませんか。

　以上です。

○議長（石橋英和君） ２番　阪本 君の質問項

目１、買い物難民に関する質問に対する答弁

を求めます。

　経済部長。

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕

○経済部長（笠原英治君） おはようございま

す。

　市内に買い物難民がいると考えているのか

についてお答えします。

　経済産業省のホームページによると、買い

物弱者とは流通機能や交通網の弱体化ととも

に、食料品等の日常の買い物が困難な状況に

置かれている人々のことであり、その数を全

国で 600 万人程度と推計しています。本市に

おいても、食品や日用品などの生活必需品の

買い物アクセスが悪い地域や、高齢化など身

体的な問題で外出することが困難であり、買

い物に不便や苦痛を感じている方がおられる

と理解しております。

　次に、オークワ橋本林間店が今年の秋に閉

店するのであれば、これに伴い、買い物支援

が必要ではないかについてお答えします。

　当店がある三石台地区には、約 1,800 世帯、

約 4,900 人の方が生活しており、主要な買い

物先となっています。

　また、周辺にはほかにスーパーや生鮮食品

店がないため、閉店後空き店舗の状態が続く

となれば、日常の買い物に不便が生じる方が

出てくると推測されます。

　そのため、本市では株式会社オークワへ引

き続き橋本林間店の営業をお願いしています

が、今のところ快い回答は得られていません

現在、オークワの営業延伸をお願いするとと

もに、閉店した場合、できるだけ空白期間が

生じないように新たな事業者の進出をお願い

しているところですので、どうぞご理解いた

だきますようお願いいたします。

　また一方で、別の対策として、市内の事業

者に、当店閉店後の移動販売等の実施につい

て働きかけているところです。移動販売の場

所については、当店の商圏域、三石台・光陽

台・紀見ヶ丘地区を主とする市の北部地域を

カバーできるようにお願いしていることをご

報告いたします。

○議長（石橋英和君） ２番　阪本君、再質問

ありますか。

　２番　阪本君。

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。

　まず、１番から行きます。

　今も市内には、アクセスの問題、また高齢

化の問題で、買い物に不便とか苦痛を感じて

おられる方がいらっしゃるという答弁でした

私もいろいろなところで、この買い物につい

て市民の皆さんの声をいろいろ聞いてきたん

ですけれども、私が思っていた以上に買い物

に不便されている方が多いということをすご

く実感をいたしました。昼間に伺ったので、

ふだん家にいらっしゃる方なんですけれども

普通に生活はしているんだけれども、坂道が

しんどいとか、駅まで遠いとかということで

買い物に自分では、１人では行けなくて、家

族に頼んで買ってきてもらっているとか、ま

た、もう車の免許を返上したので、近所の方

に頼んで買ってきてもらっているとか、本当

に実際に今でも紀見北地区といいますか北部

のほうでは、買い物に不便されている方が多

いというのを実感しております。

－161－



　ただ、この４月からコミュニティバスの北

コースが走り出しましたので、それを使って

オークワまで買い物に行けるようになったと

いう声も一方ではありました。ただ、私ずっ

といろいろお話を聞いたりとか、自分の両親

のことを見てたりしていましたら、やっぱり

80歳ぐらいというのが境目といいますか、 80

を超えても 90を超えても元気な方はいらっし

ゃるし、また、車の運転をされている方もい

らっしゃるんですけれども、やっぱり 80を超

えてきたら、だんだん歩くスピードも遅くな

ってきて、家族と一緒に買い物に行ってもつ

いて行けないので、結局は家でこもってしま

うというお話も聞きましたので、やっぱり 80

歳以上の方がどのぐらい地域にいらっしゃる

かということも、一つの買い物に困難な人が

いらっしゃるかどうかという目安になると思

うんです。

　そこで、紀見北中学校区では、 80歳以上の

方が実数でどのぐらいいらっしゃるか、お尋

ねいたします。

○議長（石橋英和君）経済部長。

○経済部長（笠原英治君） ただ今ご質問いた

だきました、いわゆるこのオークワ林間店の

商圏域であります紀見北中学校区内の世帯数

でありますが、地域としては対象となるのは

柱本、矢倉脇、慶賀野、三石台、紀見ヶ丘、

光陽台、橋谷、この７地区になると思います

この７地区の人口、平成 26年５月 30日現在で

１万 781 人です。そのうち 80歳以上の方は約

500 人というふうに把握しております。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。

　 500 人の方が全て買い物が困難ということ

はないと思うんですけれども、やはりたくさ

んの方がいらっしゃるということだと思うん

です。それとともに、２番にもかかわるんで

すけれども、やっぱり 20年前と今では紀見北

地域の人口の構成といいますか、かなり変わ

ってきていると思うんです。柱本小学校の生

徒数を見ても激減しておりますし、若い方が

いらっしゃる家庭では、それだけ食料品にし

ても何にしても購買力というか、買う物がた

くさんになると思うんですけれども、夫婦２

人だけであるとか高齢者の世帯になりますと

やはりどうしても買う物が少なくなるといい

ますか、そういうことなんかもいろいろと営

業といいますか、そういうのにも影響してき

ているんではないかなというふうに思うんで

す。

　先ほど、オークワにも営業を引き続きして

もらえるように働きかけるとともに、空白が

できるだけできないようにということで取り

組んでもらっているということですので、で

きるだけ空白がないように、引き続きしてい

ただきたいのと、まだはっきりと閉店すると

いうことを公表されているわけではないので

まだどうなるかわからないですけれども、で

きるだけ早い時点でどうなるんかということ

について市民にも公表してもらえるように希

望するんですが、いかがでしょうか。

○議長（石橋英和君）経済部長。

○経済部長（笠原英治君） ただ今ご質問いた

だいた件なんですが、企業間と、それと土地

建物の所有者との間の非常に繊細な調整でご

ざいますので、行政が積極的にかかわってい

けないというのが今の現状なんですが、そう

いう状況でありながら、オークワの本社のほ

うへ市長も行っていただきましたし私も行っ

てまいりました。その中で、できるだけ延伸

をお願いしておるわけなんですが、昨年、ス

ーパーセンターオークワができてから、非常

にそこの店舗の運営がうまくいっておりまし

て、比較的、林間店の周囲の方も、このスー

パーセンターのほうにたくさんの方が来られ

るというふうに言われています。そういう影
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響もあって、林間店についてはかなり大きな

赤字が出ておるようです。

　今、決定はしておらんのですが、秋をめど

に本格的に考えていくというようなお話をい

ただいておるんですが、積極的に延伸しても

らえるように市長ともども、また再度お願い

に行こうとは思っております。ただ、万が一

そういうことになるんであれば、社員の方も

たくさんおられますし、周囲の買い物に来ら

れる方もたくさんおられますので、できるだ

け早い機会に周知するように、オークワのほ

うにお願いしておるところでございます。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） それと、先ほど、市内

の事業者に対して空白が起きないようにとい

うことで、移動販売についても依頼している

という答弁がありました。いろいろ調べてい

く中で、ちょっと古い資料ではあったんです

けれども、和歌山県内でも広川町で、町が移

動販売車の車両を購入して、町内の食料品店

に移動販売を委託しているという例があると

いうのも、 2011年３月段階なのでちょっと古

いんですけども、そういうふうに取り組まれ

たというところもありますので、今でもやっ

ぱり買い物に困難な方はいらっしゃいますの

で、市も積極的に、ぜひこの移動販売のほう

もよろしくお願いしたいと思うんですが、ど

うでしょうか。

○議長（石橋英和君）経済部長。

○経済部長（笠原英治君） オークワがどうい

うふうになっていくかという決定はしておら

んのですが、それに合わせて当然、買い物支

援について行政としても取り組んでおります

具体的な事業者の名前は出せないんですが、

既に近隣の高野町、かつらぎ町、すごく離れ

て有田川町で、この事業者が移動販売を実施

しております。なかなか採算とれない事業で

実は、経済産業省もこれに非常に力を入れて

おりまして、そういった移動販売のための車

を買う、購入した一部を補助する、そういっ

た補助金制度があります。これを活用して、

この事業者はこれらの地域に今、既に移動販

売しておるんですが、この事業をさらに拡張

していただいて、橋本市内についても週に２

日から３日回っていただけるようなお話の調

整を進めております。

　ただ、その具体的な時期とか内容について

は、まだこれも経済産業省の承認をいただい

てからになりますので、今のところはまだ調

整中ということで、ご報告申し上げます。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） 買い物って生活してい

く上で本当に大切なことですし、この北部地

域で買い物ができないから、もっと便利なと

ころに移り住むということがさらに進むこと

がないようにとも思っていますし、ただ、住

んでいる者としたら、スーパーなりが営業を

続けられるようにするためにはみんなで支え

ていかないといけないというのも思うんです

そうすることで、今は車であちこち買いに行

けても、何年か先にはどうなるかわからない

ということもありますし、地域の買い物の拠

点というのは地域でも守っていくということ

も大事だなというふうに痛感はしているんで

すけれども、市のほうも引き続き、不便がな

いように、できるだけ空白がないように取り

組んでいってもらいますよう、よろしくお願

いいたします。

　１番、終わります。

○議長（石橋英和君） 次に、質問項目２、子

ども・子育て支援新制度に関する質問に対す

る答弁を求めます。

　健康福祉部長。

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕

○健康福祉部長（石橋章弘君） おはようござ

います。
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　子ども・子育て支援新制度についてのご質

問にお答えします。

　まず、橋本市子ども・子育て支援事業計画

の策定業務のスケジュールについてですが、

４月の第４回目となる橋本市子ども・子育て

会議において、保護者アンケート結果に基づ

く保育園、幼稚園、認定こども園などの教

育・保育施設並びに地域子ども・子育て支援

事業の量の見込みを報告させていただきまし

た。現時点では、当初の予定どおり策定作業

が進んでおり、７月上旬に第５回目の会議を

開催して、各事業の量の見込みに対する確保

方策及び計画骨子案をご協議いただき、９月

頃までに計画案を取りまとめる予定です。そ

の後、和歌山県へ計画案を提出し、 10月にパ

ブリックコメント実施して年度内に計画を策

定したいと考えています。

　２点目の今後必要となるゼロ、１、２歳児

の定員についですが、ニーズ調査をもとに算

出した量の見込みは、計画期間である平成 31

年度までで最大 514 人となっており、今年度

の利用人員 416 人と比較して 98人不足となり

ます。この不足に対しては、現施設の定員の

余裕分や来年度開園予定の橋本こども園及び

応其こども園での定員の拡充及び（仮称）橋

本さつきこども園の開園、それに加えまして

市内私立幼稚園の中で幼保連携型認定こども

園への移行を検討している園があり、これら

で概ね充足すると考えています。この量の見

込みに対する確保方策については、橋本市子

ども・子育て会議に提案し、意見をいただく

ことになっています。また、待機児童数につ

いてですが、平成 25年４月１日現在でゼロ人 、

平成25年10月１日現在で、ゼロ歳児が 10人、

その他の年齢がゼロ人、平成 26年４月１日現

在でゼロ人となっています。

　次に、３点目の施設基準等についてですが

子ども・子育て支援新制度においては、保育

園、こども園を利用する場合の事由として、

従来の「保育に欠ける」から「保育の必要

性」に変更されます。保護者の就労以外に求

職活動、就学、虐待やＤＶのおそれがある場

合など、社会的支援の必要な子どもも対象と

なり、今より施設を利用しやすくなりますが

市の認定基準に基づいた保育の必要性の認定

が必要となります。また、地域型保育事業は

新制度において新たに設けられる事業で、そ

の基準については、国が省令で定め、これを

踏まえて市町村が地域の実情に合わせた運営

基準条例を制定することになります。

　省令の内容を見てみると、従うべき基準と

して示されている家庭的保育者の資格は、

「保育士又は保育士と同等以上の知識及び経

験を有すると市長が認める者」となっており

現行制度より緩和されています。新制度は、

子育てに関し多様な施設や事業の中から利用

者が選択できる仕組みづくりを目的の一つと

しており、ある程度、基準が緩和されること

はやむを得ないと考えますが、可能な限り現

行制度と同基準となるよう進めたいと考えて

います。

○議長（石橋英和君） ２番　阪本君、再質問

ありますか。

　２番　阪本君。

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。

　１番から行きます。

　この１番の質問をしたのは、今まで４回、

この子ども・子育て会議が開かれて、私、４

月28日に開かれました平成 26年度の１回目の

会議だけ傍聴することができたんです。その

ときに、私の勉強不足もありまして、議論さ

れている中身がよくわからなかったんです、

実は。それで、来年の４月に間に合わせるの

に間に合うのだろうかなというふうに思って

この質問をしたんですけれども、先日もこの

議事録がもうホームページに出てきまして、
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それを読んでたら何となくわかったというか

実際に傍聴しているよりも、議事録を読んだ

ほうが、どんなことが議論されていたのかと

いうのはよくわかったんです。ただ、ずっと

このニーズ調査の結果を出して、その結果か

らこの見込みを出すということを続けてやっ

てこられていて、次の７月上旬と言われまし

たが、もうホームページのほうに７月２日に

開かれますということが出ていまして、その

７月２日の中で、橋本市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準案などについて議

論するというふうに書かれておりました。だ

から、これからいろいろな実際の条例案の中

身であるとか議論されていくことになると思

うんです。一応、スケジュールどおりには進

んでいるということですので、できるだけ議

論を尽くして、いいものにしていっていただ

きたいというふうに思います。

　２番のほうに移ります。

　３番にもかかわってくるんですけれども、

新制度になるということで、その中で待機児

童の問題の解消ということが国全体ではあり

ますし、都市部での待機児童の問題が大きく

この新制度にはかかわってきておると思うん

です。橋本市においては、比較的待機児は少

ないということで、今も平成 25年度も 10月の

時点ではゼロ歳が 10人あったけども、その他

の年齢ではないということで、かなり無理を

しながら入れていただいているんじゃないか

なというふうには思うんですが、この 10月時

点の10人の方については、その後どうなった

のでしょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（石橋章弘君）この10人の

方々、個別にちょっと追跡調査をしてござい

ませんが、本年４月１日時点で待機児童がゼ

ロということでございますので、何らかの施

設に入ったと考えております。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） 先ほどのお話では、 98

人不足するけれども、これからのこども園で

あるとか私立幼稚園の中でも検討している園

があるので、その中でゼロ、１、２歳につい

ては、ずっと定数の中におさまっていくであ

ろうという答弁があったんですけれども、待

機児童を減らすためにといいますか、保育園

や幼稚園、こども園だけでなくて、ゼロ、１

２歳の地域型保育事業というのが新しくでき

るわけです。できるだけ地域型に移らずに、

保育園、幼稚園、こども園の中で、このゼロ

１、２歳児についても見てもらえたらいいな

というふうに私は思ってるんですけれども、

実際に 98人不足ということではありますけれ

ども、今現在の平成 26年度のゼロ歳、１歳、

２歳のそれぞれの定数と、また、来年度はこ

ども園が２園開園しますし、さつき台のほう

も開園するということですので、それによっ

てその定数がどのように変わるのか、お尋ね

します。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（石橋章弘君） 年齢別の利用

定員ということで、現在の集計ですけれども

平成26年度時点、利用定員として、ゼロ歳児

が50人、１歳児が 151 人、２歳児が 215 人で

ございます。それと、議員の今のご質問で、

いわゆる、こども園に移行する部分、なくな

る保育園が橋本保育園、橋本東保育園、伏原

保育園、名古曽保育園、できるこども園が橋

本こども園、応其こども園の予定です。それ

と、（仮称）さつき保育園ということで、そ

の増減でございますけれども、ゼロ歳児につ

きましては、減部分、減る分がゼロ、増える

分が18人というふうに見込んでいます。１歳

児が減る分が 21人、増える分が 32人、２歳児

が減る分が 29人、増える分が 52人、それと、

ゼロ歳児につきましては、現状の枠の中で９
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人の余裕があるというふうに見込んでおりま

す。したがいまして、最終の、いわゆる、こ

ども園ができた、あるいは、（仮称）さつき

保育園ができたというときに、最終の定員の

見込みが、ゼロ歳児が 77人、１歳児が 162 人、

２歳児が 238 人と推計しております。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君）ありがとうございます。

　それで、３番に移ります。

　３番で、国のほうでは、保育士又は同等の

知識経験があると市長が認める者について認

めるというふうになっていると。先ほど、国

の基準はあるけれども、それに市のというか

実情に応じてといいますか、地域性に応じて

いろいろ変えることもできるということも言

われたと思うんです。

　実際に、この子ども・子育て会議の議事録

を読んでいましたら、この議事録の中でも、

国の基準でというのがよく出てくるんですけ

れども、第２回のときに、ある委員が、「国

の基準でされるのであれば、わざわざこの会

議を開いて一々聞く必要もないでしょうし、

変えられるところは自治体単位で変えていか

れたらと思います」というふうに発言をされ

ています。本当にそれはそのとおりだと思う

んです。

　いろいろな議案の提案の仕方というのもあ

るとは思うんですけれども、今までの４回の

中でも、いろいろと委員の中から提案されて

いることもあるし、それが言いっ放しになっ

て議論されずにまた次に移っているというよ

うなところもあるように、議事録を読んでい

て思ったんですけれども、やっぱり、この一

つ一つについて委員の中で意見を交換すると

いいますか、そういうふうにしながら、橋本

市の地域型保育事業の認可基準の条例であっ

たり、支給認定基準の条例とか、その他の条

例とかもつくっていってもらえたらというふ

うに思うんですけれども、その辺はいかがで

しょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（石橋章弘君） おっしゃる点

もごもっともで、今後留意して、子ども・子

育て会議等にそういう方向も織り込みながら

会議を進めていくように努めたいと思います。

　ただ、今回、子ども・子育て会議の中でご

議論いただく一番大きなところと申しますの

は、やはり、法改正があって、あるいは新し

い制度ができる、今お話の中の地域型保育事

業というのは新設の制度的な部分でございま

す。実際、先ほど議員おっしゃられる、いわ

ゆる従来の保育施設で対応できないかなとい

うお話もございますし、いわゆる国の考え方

答弁の中でも申し上げましたけども、多様な

形態のサービスの提供の仕方を用意する、そ

れに対して、地域の実情、もちろんその中に

はニーズがあるのかどうかとか、あるいは、

まさにおっしゃられるようなご希望とかある

と思います。その辺も含めて、今後、子ど

も・子育て会議でご意見をいただきながら計

画をまとめ上げていくということで取り組ん

でいきたいと思います。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） その辺はよろしくお願

いいたします。ただ、このスケジュール表を

見ましたら、第５回が７月２日に開かれて、

その次、第６回が８月、これは平成 26年２月

27日付、文教厚生委員会に出された資料のス

ケジュール表なんですけれども、それでいく

と、第６回で、この子ども・子育て会議で承

認されたら、子育て支援事業計画概案の作成

で県のほうに報告するということで、この条

例案についても１回か２回ぐらいでもう決め

ていくといいますか、９月議会にはもう上程

される予定になっているということですので

本当に少ない会議で議論していかないといけ
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ないということになるんではないかなと思う

んですけれども、この辺は、このスケジュー

ルで十分なんでしょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（石橋章弘君） 十分である十

分でないというのは、いろんなご議論があろ

うかと思います。ただ、今予定はそのように

していきたいなというように考えておりまし

て、各会議の中で十分議論していただくよう

事務方としても調整していきたいというふう

に考えます。

○議長（石橋英和君）２番　阪本君。

○２番（阪本久代君） 議事録を読ませてもら

っても、実際、４回目の行っても、本当に議

論は２時間、皆さんしゃべりっ放しといいま

すか、本当に十分意見も出し合いながら、こ

の子ども・子育て会議というのが開かれてい

るというのは実感してはいるんですけれども

ただ当局が案を出して、委員がいろいろ意見

を言って、それで言いっ放しになって、当局

のそのまま通るということのないようにだけ

お願いしたいんですけれども、よろしいでし

ょうか。

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（石橋章弘君） ご意見の趣旨

は承りまして、そのように努めたいと思いま

す。

○２番（阪本久代君）終わります。

○議長（石橋英和君） ２番　阪本君の一般質

問は終わりました。
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